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毎月第4日曜（今月は10月23日）は9：00～17：30まで区役所を開庁しています。また、毎週金曜は19：00まで開庁時間を延長しています。お取り扱いできない業
務もありますので、詳しくはお問い合わせください。　【問合せ】企画総務課（庶務）　 6774‒9625

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

更
新
し
ま
す

　

11
月
1
日
㈫
に
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
を
更
新
す
る
た
め
、新
し
い
被

保
険
者
証（
桃
色
）を
10
月
中
に
転
送
不

要
の
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　

簡
易
書
留
郵
便
は
ポ
ス
ト
に
は
投
函

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、配
達
時
に
ご
不
在

の
場
合
は
、投
函
さ
れ
た「
郵
便
物
等
お

預
か
り
の
お
知
ら
せ
」
に
書
か
れ
た
方

法
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。ま
た
、10

月
中
に
届
か
な
い
場
合
や
、郵
便
局
の

保
管
期
限
が
過
ぎ
た
場
合
、被
保
険
者

証
の
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
、「
郵
便
物
等
お
預
か
り
の
お
知
ら

せ
」ま
た
は
本
人
確
認
資
料
、お
持
ち
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、印
か
ん

を
持
っ
て
、区
役
所
1
階
4
番
窓
口
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、10
月
31
日
㈪
ま
で
に
75
歳
に

な
ら
れ
る
方
に
は
、す
で
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
被
保
険
者
証
を
送
付
し
て
い

ま
す
。

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
）

　

６
７
７
４
・
９
９
５
６

医
療
証
を
更
新
し
ま
す

　

障
が
い
者
医
療
証
、ひ
と
り
親
家
庭
医

療
証
、こ
ど
も
医
療
証
を
更
新
し
ま
す
。

　

資
格
要
件
を
満
た
す
方
に
は
、10
月

下
旬
に
新
し
い
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

現
在
、お
持
ち
の
医
療
証
は
11
月
か

ら
使
え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、10
月
末

ま
で
に
新
し
い
医
療
証
が
届
か
な
い
場

合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
医
療
証
の
色

•
障
が
い
者
医
療
証

　
　

う
ぐ
い
す
色
↓
オ
レ
ン
ジ
色

•
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

　
　

あ
さ
ぎ
色
↓
桃
色

•
こ
ど
も
医
療
証

　
　

色
の
変
更
な
し（
ベ
ー
ジ
ュ
色
）

※ 

こ
ど
も
医
療
証
は
、有
効
期
限
が
平

成
28
年
10
月
31
日
㈪
ま
で
の
方
が
更

新
対
象
で
す
。

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）　

　

６
７
７
４
・
９
８
５
７

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
月
間
で
す

　

あ
な
た
の
電
話
は
、あ
な
た
の
た
め

に
、あ
の
子
の
た
め
に
。ひ
と
り
で
悩
ま

な
い
で
、ま
ず
お
電
話
く
だ
さ
い
。

お 知 ら せ

お
知
ら
せ

日
曜
法
律
相
談

日
時
／
10
月
23
日
㈰

　
　
　

9
時
30
分
〜
13
時
30
分

場
所
／
①
天
王
寺
区
役
所

　
　
　

②
鶴
見
区
役
所

　
　
　
　
（
鶴
見
区
横
堤
5
‐
4
‐
19
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
各
16
組（
申
込
先
着
順
）

相
談
時
間
／
1
組
30
分
以
内

予
約
受
付
日
時
／

　

10
月
20
日
㈭
、21
日
㈮

　

9
時
30
分
〜
12
時

予
約
専
用
電
話
／

　

６
２
０
８
・
８
８
０
５

 

大
阪
市
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

「
な
に
わ
コ
ー
ル
」

　

４
３
０
１
・
７
２
８
５

　

年
中
無
休
、8
時
〜
21
時

障
が
い
者
相
談

日
時
／
10
月
19
日
㈬

　
　
　

13
時
〜
14
時（
受
付
）

場
所
／
区
役
所
２
０
２
会
議
室

対
象
／ 

障
が
い
の
あ
る
方
や
そ
の
ご

家
族

申
込
／ 

事
前
予
約
の
方
を
優
先
し
ま

す
が
、当
日
受
付
も
可
能
で
す
。

今
月
の
各
種
無
料
相
談
会

堂
ケ
芝
2
‐
11
‐
25

６
７
７
２
・
１
２
８
１

消
費
税
の
届
出
は
お
済
み
で
す
か
？

　

個
人
事
業
者
で
新
た
に
課
税
事
業

者（
消
費
税
の
申
告
・
納
付
が
必
要
な

方
）と
な
る
場
合
、「
消
費
税
課
税
事

天
王
寺
税
務
署

浪
速
区
湊
町
1
‐
4
‐
1

Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｔ
5
階

４
３
９
７
・
２
９
４
８（
代
表
）

４
３
９
７
・
２
９
０
５

個
人
市・府
民
税（
普
通
徴
収
）第
3
期

分
の
納
期
限
は
、10
月
31
日
㈪
で
す

　

納
期
限
ま
で
に
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。　

個
人
市
・
府
民
税
に
関
す
る

収
入
状
況
等
の
調
査

　

平
成
27
年
中
（
1
月
1
日
〜
12
月

31
日
）の
収
入（
所
得
）に
つ
い
て
申

告
の
な
い
方
な
ど
を
対
象
に
、収
入

状
況
等
の
調
査
の
た
め
、往
復
は
が

き
を
送
付
し
て
い
ま
す
。10
月
14
日

㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

市
民
税
等
グ
ル
ー
プ
（
個
人
市
民

税
担
当
）

　

４
３
９
７
・
２
９
５
３

な
ん
ば
市
税
事
務
所

９
月
号
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

ク
イ
ズ
解
答

９
月
号
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

ク
イ
ズ
解
答

答
え
：「
桃
谷
」駅

　

た
く
さ
ん
の
ご
応

募
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

当
選
者
の
発
表

は
、賞
品
の
発
送
を

も
っ
て
代
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

子
ど
も
の
虐
待
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

６
７
６
２
・
０
０
８
８

　

祝
日
を
除
く
月
〜
金
曜
日

　

11
時
〜
17
時

■
集
中
電
話
相
談
期
間

　

11
月
1
日
㈫
〜
5
日
㈯

　

11
時
〜
20
時

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

児
童
虐
待
防
止
協
会

　

６
７
６
２
・
４
８
５
８

業
者
届
出
書
（
基
準
期
間
用
）」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、平
成
27
年
分（
基
準
期
間
）の

課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
を
超
え
て

い
る
場
合
に
は
、平
成
29
年
分
は
消

費
税
の
課
税
事
業
者
に
該
当
し
ま
す
。

■
簡
易
課
税
制
度
の
選
択

　

基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高

が
5
千
万
円
以
下
の
方
は
、簡
易
課
税

制
度
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
29
年
分
か
ら
簡
易
課
税
制
度

を
適
用
し
て
申
告
す
る
方
は
、12
月

31
日
㈯
ま
で
に
、「
消
費
税
簡
易
課

税
制
度
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
情
報
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
健
福
祉
課（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

　

６
７
７
４
・
９
８
５
７

労
働
ト
ラ
ブ
ル
・
年
金
相
談

　

労
働
、年
金
、医
療
保
険
等
に
関
す

る
相
談
に
応
じ
ま
す
。年
金
相
談
を

希
望
す
る
方
は
、ね
ん
き
ん
定
期
便

等
の
資
料
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

日
時
／
10
月
17
日
㈪
、18
日
㈫

　
　
　

 

10
時
〜
20
時
（
受
付
は
19
時

30
分
ま
で
）

場
所
／

　

 

な
ん
ば
C
I
T
Y 

地
下
1
階
ガ

レ
リ
ア
コ
ー
ト
（
中
央
区
難
波
5

‐
1
‐
60
）

対
象
／
府
内
在
住
の
方

申
込
／
不
要

大
阪
府
社
会
保
険
労
務
士
会

　

４
８
０
０
・
８
１
８
８

合
同
行
政
相
談

　

10
月
17
日
㈪
〜
23
日
㈰
の
「
行
政

相
談
週
間
」に
併
せ
て
、相
続
、登
記
、

税
金
、年
金
、住
宅
な
ど
行
政
な
ん
で

も
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

日
時
／
10
月
18
日
㈫ 

10
時
〜
17
時

場
所
／ 

な
ん
ば
ウ
ォ
ー
ク 

ク
ジ
ラ

パ
ー
ク

申
込
／
不
要

出
席
機
関
／

　

 

大
阪
市
、大
阪
府
、近
畿
総
合
通
信

局
、大
阪
法
務
局
、日
本
年
金
機
構
、大

阪
弁
護
士
会
、近
畿
税
理
士
会
ほ
か

近
畿
管
区
行
政
評
価
局

　

６
９
４
１
・
８
３
５
８

区
役
所
で
行
う
無
料
相
談

対
象
／
市
内
在
住
の
方

相
談
時
間
／
1
組
30
分
以
内

実施日 時間 場所
弁護士による
法律相談

3日㈪、11日㈫、
17日㈪、24日㈪

13：00
 ～17：00

6階
61番窓口

司法書士相談 25日㈫ 13：00
 ～16：00
※受付は
 15：30まで

1階
エレベーター
ホール前

行政書士相談 26日㈬
税理士相談 19日㈬
不動産相談 5日㈬、12日㈬
…要予約（当日9時から電話または来庁）※相談時間の指定はできません。

事
業
戦
略
室（
広
聴
広
報
）

　

６
７
７
４
・
９
６
８
３

日
時
／
11
月
16
日
㈬

　
　
　

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

場
所
／ 

区
民
セ
ン
タ
ー
（
生
玉
寺
町

7
‐
57
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／ 

３
７
０
名
（
申
込
多
数
の
場

合
は
抽
選
）

申
込
／
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る

　

• 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
受
付

　

• 

申
込
書（
区
役
所
等
で
配
布
）を

副
首
都
推
進
局（
市
役
所
5
階
）

ま
た
は
区
役
所
6
階
61
番
窓
口
に

持
参

　

• 

ハ
ガ
キ
に
参
加
希
望
会
場
（
1

通
に
1
会
場
）、参
加
希
望
人
数

（
1
通
に
4
人
ま
で
）、参
加
者

全
員
の
住
所
、氏
名
、代
表
者
の

電
話
番
号
、車
い
す
席
・
手
話
通

訳
・
点
字
資
料
を
希
望
す
る
場

合
は
そ
の
旨
を
記
入
し
問
合
せ

先
に
送
付

※ 

結
果
は
開
催
日
5
日
前
ま
で
に
通
知

締
切
／
11
月
7
日
㈪

　
　
　
（
ハ
ガ
キ
は
当
日
消
印
有
効
）

備
考
／ 

他
区
の
開
催
日
、開
催
場
所

は
10
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

副
首
都
推
進
局（
住
民
対
話
担
当
）

　

 

〒
５
３
０
‐
８
２
０
１

　

北
区
中
之
島
1
‐
3
‐
20

　

６
２
０
８
・
９
５
１
１

総
合
区・特
別
区（
新
た
な
大
都
市
制
度
）に
関
す
る
意
見
募
集・説
明
会

 

 

 

 


